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合理的配慮の提供の義務化？

障 害 の あ る 方 が 窓 口 を 訪 れ た 場 合 、 適 切 な
対 応 方 法 が 分 か ら ず 不 安
障 害 の あ る 方 か ら の 要 望 に ど の 程 度 対 応 す
べ き か 分 か ら ず 困 っ て い る
組 織 内 の ダ イ バ ー シ テ ィ 推 進 の た め に
障 害 者 差 別 解 消 法 の 概 要 を 学 び た い

こんなお悩みありませんか？

豊 橋 市 役 所  障 害 福 祉 課
手 話 通 訳 者 / 加 藤 真 紀 子  

豊橋市⼋町通2丁⽬22
場所：豊橋市公会堂

参加⽅法：先着 1 5 0名

( 9 : 4 5開場)

当⽇、来場者名簿にお名前をご記⼊ください

障害者差別解消法

主催：豊橋市 障害福祉課

障害のある方への

本ポスターに利用しているイラストは内閣府発行のリーフレット「令和６年４月１日から合理的配慮の提供が義務化されます！」より引用しています

合理的配慮 ってな～に？

を知ろう

障 害 者 差 別 解 消 法 が 改 正 さ れ 民 間 事 業 者 に
お け る 「 合 理 的 配 慮 の 提 供 」 が 「 努 力 義
務 」 か ら 「 法 的 義 務 」 と な り ま し た 。
「 前 例 が あ り ま せ ん 。 」 「 も し 何 か あ っ た
ら 困 る か ら . . . 」 は 断 る 理 由 に な り ま せ ん 。
正 し い 対 応 方 法 ・ 正 当 な 理 由 に つ い て 学
び 、 不 当 な 差 別 的 取 扱 い と な ら な い よ う 注
意 し ま し ょ う 。


